
第３回 木曽・飛騨川流域新五流総地域委員会 議事概要 

木曽・飛騨川流域新五流総地域委員会事務局 

 

日時：平成 26年 6月 12日（木）10:00～11:30 

場所：可茂総合庁舎 5F 大会議室 

 

１． 議事 

 ○規約の改正について 

○「木曽・飛騨川流域における総合的な治水対策プラン」の改定について 

(1)改定までの経緯について 

(2)県民意見募集の結果について 

(3)プランの改定内容について  

○今後の進め方について 

 

２． 議事要旨 

○規約改正 

 ・委員及びオブザーバーの交代に伴い規約の別表１及び別表２を改正する。 

 

○木曽・飛騨川流域における総合的な治水プランの改定について 

   項目 (1)、(2)、(3)の順に内容について事務局から説明があり、質疑、意見交換がなされ

た。各項目について交わされた質疑応答、意見の主な内容は以下の通りである。 

(1)改定までの経緯について 

   ・委員からの質疑や意見は特になし 

(2) 県民意見募集の結果について 

・委員からの質疑や意見は特になし 

  (3) プランの改定内容について 

・河川環境に配慮して事業を進めるなかで、河川敷地にある、管理者の不明な事物、とり

わけ街木について、地元のシンボルとなっているような樹木は切らずに、適切に管理し

て欲しい。 

→河川管理施設等構造令や、植栽基準等に則り、可能な限り保全に努めるが、樹齢や

管理状態によっては、倒木の危険など切らざるを得ない場合もあるので、予めご理解

を願うようにしていきたい。また、管理については、地元住民にとって重要あるいは

必要な樹木等であれば、地元自治体等で管理いただくのが原則であり、全県下でそう

していただいていることをご理解いただくようお願いしたい。 

  ○今後の進め方について 

   今後の進め方について、事務局から説明がなされた。 

・委員からの質疑や意見は特になし。 


